
平
成
二
十
年
六
月
十
日
受
領

答
弁
第
四
五
七
号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
五
七
号

平
成
二
十
年
六
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
土
交
通
省
所
管
の
財
団
法
人
「
公
共
用
地
補
償
機
構
」
に
お
け
る
職
員
旅
行
費
用
の
返
還

等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
土
交
通
省
所
管
の
財
団
法
人
「
公
共
用
地
補
償
機
構
」
に
お
け
る
職
員
旅
行
費
用
の

返
還
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
設
置
し
た
道
路
関
係
業
務
の
執
行
の
あ
り
方
改
革
本
部
が
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
に
取
り
ま
と
め
た
最

終
報
告
書
（
以
下
単
に
「
最
終
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
る
額
」
と
は
、

法
人
が
負
担
し
た
額
が
旅
行
費
用
総
額
の
五
割
を
超
え
て
い
る
場
合
に
、
法
人
が
負
担
し
た
額
か
ら
旅
行
費
用
総
額
の
五
割

を
控
除
し
た
額
で
あ
り
、
最
終
報
告
書
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
同
月
十
八
日
付
け
で
財
団
法
人
公
共
用
地
補

償
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
過
去
五
年
間
の
職
員
旅
行
に

係
る
費
用
の
う
ち
法
人
が
負
担
し
た
額
か
ら
旅
行
費
用
総
額
の
五
割
を
控
除
し
た
額
に
つ
い
て
、
役
員
及
び
管
理
職
が
法
人

に
自
主
的
に
返
還
す
る
よ
う
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
九
二
号
）
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
機
構
の
役
員
及
び
管
理
職
が
、
直
近
五
年
間
に
お
け
る
職
員
旅
行
の
費
用
総
額
約
二
千
百
万
円
の

半
額
を
、
自
主
的
に
返
還
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
最
終
報
告
書
の
内
容
に
沿
う

一



も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

最
終
報
告
書
に
お
い
て
は
、
社
会
的
な
常
識
に
照
ら
し
て
判
断
し
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
過
去
五

年
間
の
職
員
旅
行
に
係
る
費
用
の
う
ち
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
役
員
及
び
管
理
職
が
法
人
に
自
主
的

に
返
還
し
、
当
該
返
還
さ
れ
た
費
用
に
つ
い
て
は
国
へ
の
寄
附
等
を
実
施
し
真
に
公
益
的
な
目
的
に
活
用
す
る
よ
う
要
請
す

る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
二
十
三
法
人
」
は
、
財
団
法
人
河
川
情
報
セ
ン
タ
ー
、
財
団
法
人
計
量
計
画
研
究
所
、
財
団
法
人
建
設
物
価

調
査
会
、
財
団
法
人
公
共
用
地
補
償
機
構
、
財
団
法
人
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
、
財
団
法
人
自
動
車
検
査
登
録
情
報

協
会
、
財
団
法
人
先
端
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
、
財
団
法
人
道
路
空
間
高
度
化
機
構
、
財
団
法
人
道
路
新
産
業
開
発
機
構
、
財

団
法
人
道
路
保
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
社
団
法
人
九
州
建
設
弘
済
会
、
社
団
法
人
九
州
地
方
計
画
協
会
、
社
団
法
人
近
畿
建
設

協
会
、
社
団
法
人
建
設
電
気
技
術
協
会
、
社
団
法
人
国
際
建
設
技
術
協
会
、
社
団
法
人
四
国
建
設
弘
済
会
、
社
団
法
人
中
国

建
設
弘
済
会
、
社
団
法
人
中
部
建
設
協
会
、
社
団
法
人
道
路
緑
化
保
全
協
会
、
社
団
法
人
日
本
建
設
機
械
化
協
会
、
社
団
法

二



人
日
本
道
路
建
設
業
協
会
、
社
団
法
人
広
島
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
及
び
社
団
法
人
街
づ
く
り
区
画
整
理
協
会
で
あ
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

道
路
関
係
公
益
法
人
か
ら
国
へ
寄
附
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
収
入
は
、
特
定
の
使
途
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
政
府

が
適
切
に
作
成
し
、
国
会
の
審
議
及
び
議
決
を
経
た
予
算
に
従
っ
て
、
国
の
各
般
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

現
時
点
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
に
対
し
、
職
員
旅
行
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
最
終
報
告
書
を
踏
ま
え
た
対
応
を
し
な

い
と
い
う
意
思
を
示
し
た
法
人
は
な
い
。

三


